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令和４年（行カ）第４８号 抗告提起事件 

（原審・令和３年（行ク）第２２０号文書提出命令申立事件） 

（基本事件・令和元年（行ウ）第３８４号不当労働行為救済命令取消請求事件（第

１事件）、令和元年（行ウ）第５５６号労働委員会命令取消請求事件（第２事件））

決定 

当事者等の表示 別紙当事者等目録記載のとおり 

主文 

本件抗告をいずれも却下する。 

理由 

１ 本件は、抗告人らによる文書提出命令の申立てにつき、当裁判所が令和４年９

月１３日に証拠調べの必要性を欠くことを理由として同申立てをいずれも却下し

たことから、抗告人らが、これを不服として即時抗告を提起した事案である。 

２ 本件抗告の理由は、要するに、証拠調べの必要性があることを主張するもので

あるところ、証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを

却下する決定に対しては、その必要性があることを理由として独立の不服の申立

てをすることはできないと解される（最高裁判所平成１１年（許）第２０号・同

１２年３月１０日第一小法廷決定・民集５４巻３号１０７３頁参照）。 

よって、本件抗告は、不適法でその不備を補正することができないことが明ら

かであるから、民事訴訟法３３１条、２８７条１項により、これをいずれも却下

することとして、主文のとおり決定する。 

 

令和４年１０月１４日 

東京地方裁判所民事第３６部 

 

（別紙） 

当事者等目録 
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抗告人（原審申立人・第１事件被告参加人兼第２事件原告） 

Ｘ１組合 

抗告人（原審申立人・第１事件被告参加人兼第２事件原告） 

Ｘ２支部 

相手方（原審相手方・第１事件原告兼第２事件被告参加人兼Ｙ１会社訴訟承継人） 

Ｙ２会社 

第１事件・第２事件被告  国 

処分をした行政庁     中央労働委員会 


